
   一級河川鳴瀬川水系多田川ブロック河川及び一級河川北上川水系江合川

圏域河川の緊急整備を求める意見書 

 

 平成２７年９月１１日に発生した関東・東北豪雨により，大崎市内を流れる

一級河川鳴瀬川水系多田川ブロックの渋井川，渋川，名蓋川の３河川で合計８

カ所が破堤し，床上浸水２０５戸，床下浸水４９０戸の住宅被災をはじめ，２，

６６３ヘクタールの冠水による農作物被害等の大洪水が発生しました。 

鳴瀬川水系多田川ブロックの多田川，渋川，境堀川，渋井川，名蓋川，大江

川，長堀川では，明治の時代から度重なる洪水災害を繰り返し，近年では昭和

６１年８月の洪水により，冠水面積３６２ヘクタール，浸水家屋６０９戸，約

８億円の被害を受け，平成２年９月の洪水では冠水面積２４ヘクタール，浸水

家屋３１戸，平成３年１０月の洪水では冠水面積５０ヘクタール，浸水家屋１

０戸，平成９年６月の洪水では冠水面積３０１ヘクタールの冠水被害が発生し

ています。 

また，江合川圏域河川の田尻川，美女川，佐賀川，出来川においても，昭和

６１年８月の洪水では冠水面積７５２ヘクタール，浸水家屋７４戸，平成１４

年７月の洪水では冠水面積５ヘクタール，浸水家屋６６戸の被害が発生してい

ます。 

このような中で，宮城県は平成１３年度に「一級河川鳴瀬川水系多田川ブロ

ック河川整備計画」を策定し，また平成２１年度に「一級河川北上川水系江合

川圏域（１）河川整備計画」を策定していますが，その内容はいずれも計画年

度を３０年間とし，１０年に１度の大雨洪水に対応するとしていますが，今回

の決壊等はその河川整備工事が行われていなかったことに原因があります。 

また，全体の整備計画の遅れと計画基準の低さが今回の関東・東北豪雨災害

の一因でもあります。 

河川周辺や流域地域への市街地拡大による住宅等の建設が増加している中，

市民の生命と財産を守るために，多田川ブロック及び江合川圏域の河川整備計

画の見直しと，宮城県，国による災害対策特別緊急事業として安全・安心の河

川整備を早急に実現されますよう強く要望するものです。 

 

上記のとおり，地方自治法第９９条の規定により，意見書を提出いたします。 
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